
都市名 北海道ニセコ町 神奈川県大和市 群馬県太田市 東京都三鷹市 神奈川県平塚市 北海道札幌市 

条例名 ニセコ町まちづくり基本条例 大和市自治基本条例 太田市まちづくり基本条例 三鷹市自治基本条例 平塚市自治基本条例 札幌市自治基本条例 
条 例 
施行日 

Ｈ１３．４．１ Ｈ１７．４．１ Ｈ１８．４．１ Ｈ１８．４．１ Ｈ１８．１０．１ Ｈ１９．４．１ 

条文数 ５７条 ３３条 ３７条 ３８条 ２６条 ３２条 

条 
 

例 
 

構 
 

成 
 

内 
 

容
（ 

詳 

細 

） 

 
前文 
第１章 目的（第１条） 
第２章 まちづくりの基本原則 

（第２条～第５条） 
    ・情報共有の原則、情報

への権利、説明責任、
参加原則 

第３章 情報共有の推進（第６条
～第９条） 

    ・意思決定の明確化、情
報共有のための制度、
情報の収集及び管理、
個人情報の保護 

第３章 まちづくりへの参加 
の推進（第１０条～第 
１３条） 

    ・まちづくりに参加する
権利、満20歳未満の町
民のまちづくりに参
加する権利、まちづく
りにおける町民の責
務、まちづくりに参加
する権利の拡充 

第５章 コミュニティ（第１４条
～第１６条） 

    ・コミュニティ、コミュ
ニティにおける町民
の役割、町とコミュニ
ティのかかわり 

第６章 議会の役割と責務 
（第１７条～第２４条） 

    ・議会の役割、議会の責
務、議会の組織等、議
会の会議、会議の公
開、議会の会期外活
動、政策会議の設置、
議員の役割及び責務 

第７章 町の役割と責務 
（第２５条～第３５条） 

    ・町長の責務、就任時の
宣誓、 
執行機関の責務、政策
法務の推進、危機管理
体制の確立、組織、審
議会等への参加、意
見・要望・苦情等への 

 
前文 
第１章 総則（第１条～第３条） 
    ・目的、最高規範性、定 

 義 
第２章 自治の基本原則（第４条

～第８条） 
    ・参加及び協働の原則、

情報共有の原則、法令
の自主解釈、財政自治
の原則、対等及び協力
の原則 

第３章 市民 
第１節 市民（第９条～第１１

条） 
    ・市民の権利、市民の

責務、子ども 
第２節 地域コミュニティ（第

１２条） 
第４章 市議会（第１３条・第 

１４条） 
    ・市議会の責務、市議会

議員の責務 
第５章 市長（第１５条・第１６

条） 
    ・市長の責務、市職員の

責務 
第６章 行政運営の原則 
第１節 総合計画（第１７条） 
第２節 執行機関（第１８条～

第２５条） 
     ・運営原則、執行機関

の組織、行政評価、
説明責任、情報公
開、個人情報の保
護、行政手続、出資
法人等に対する指
導 

第３節 財政（第２６条～第 
２８条） 

     ・財政の健全性の確
保、財産管理 

第７章 厚木基地（第２９条） 
第８章 住民投票（第３０条・第

３１条） 
    ・住民投票、住民投票の

請求等 

 
前文 
第１章  総則（第１条～第３条） 
    ・目的、条例の最高規範

性、言葉の意味 
第２章 まちづくりの基本原則

（第４条） 
第３章 情報の共有（第５条～第

８条）  
    ・情報への権利、説明責

任、情報の収集および
管理、個人情報の管理 

第４章 参画と協働の市政運営
（第９条～第１２条）  

    ・参画と協働、参画への
保障、協働、意見公募 

第５章 財政（第１３条～第１９
条） 

    ・財政状況の公表、財政
に係る中長期計画の
策定、予算の編成と執
行、予算の説明責任、
決算内容の説明責任、
財産の管理、財政改革
のための委員会 

第６章  評価（第２０条）  
第７章 住民投票（第２１条） 
第８章 地域コミュニティ（第 

２２条・第２３条）  
    ・コミュニティの役割、

住民自治組織 
第９章 行政および議会の役割

と責務（第２４条～第 
２６条） 

    ・市長の役割と責務、市
政の役割と責務、議会
の役割と責務 

第１０章  安全で安心して暮ら
せるまちづくり（第 
２７条・第２８条）  
・安全安心の環境整備

と防犯活動、危機管
理 

 
前文 
第１章  総則（第１条～第３条） 
    ・目的、定義、条例の最

高規範性 
第２章 市民及び市民自治（第４ 

条～第６条） 
    ・地域における市民の権

利・責務等、市政にお
ける権利・責務等、事
業者の権利・責務等 

第３章 市議会（第７条・第８条） 
    ・市議会の役割・責務等、

市議会の立法活動・調
査活動等 

第４章  執行機関（第９条～第 
１１条）  

    ・市長の責務、執行機関
の連携及び協力、補佐
職の設置等 

第５章 市政運営（第１２条～第
２８条） 

    ・市の率先行動の基本原
則、基本構想及び基本
計画の位置付け等、情
報公開等、個人情報の
保護、パブリックコメ
ント、説明責任、要
望・苦情等への対応、
オンブズマン、職員及
び組織、適法・適正な
市政運営、政策法務、
行政サービス提供の
基本原則、自治体経
営、行政評価、監査、
出資団体等、危機管理 

第６章  参加及び協働（第２９条
～第３５条）  

    ・計画の策定過程等、市
民会議等の設置及び
運営、コミュニティ活
動、協働のまちづく
り、学校と地域との連
携協力、出資団体及び
他の官公庁との連携
等、住民投票 

 

 
前文 
第１章  総則（第１条～第３条） 

・目的、条例の位置付け、
用語 

第２章  自治の基本理念（第４ 
条） 

第３章 自治の基本原則（第５条
～第７条）  
・情報共有の原則、参加
の原則、協働の原則 

第４章 まちづくりの指針（第８
条）  

第５章 自治の担い手  
第１節 市民（第９条～第１３

条）  
    ・市民の権利、市民の

責務、子どもへのまち
づくりへのかかわり、
事業者へのまちづく
りへのかかわり、コミ
ュニティの尊重 

第２節 議会及び議員（第１４
条・第１５条）  

    ・議会の責務、議員の
責務 

第３節 市長及び市の執行機
関（第１６条～第１８
条）  

     ・市長の責務、市の執
行機関の責務、市の
職員の責務 

第６章 行政運営（第１９条～第
２５条）  

    ・総合計画等、法令解釈
等、財政運営、市民の
意見等に対する手続、
コミュニティの支援、
審議会等、行政評価 

第７章  住民投票制度（第２６
条） 

附則 

 
前文 
第１章 総則（第１条～第５条） 
    ・目的、定義、この条例

の位置付け、基本理
念、まちづくりの基本
原則 

第２章 市民 
第１節 市民の権利（第６条・

第７条） 
    ・まちづくりに参加す

る権利、市政の情報
を知る権利 

第２節 市民の責務（第８条・
第９条）  
     ・市民の責務、事業者
の責務 
第３章 議会及び議員（第１０条
～第 

１２条） 
    ・議会の役割及び責務、

市民に開かれた議会、
議員の役割及び責務 

第４章 市長及び職員（第１３条
～第 

１５条） 
    ・市長の役割及び責務、

職員の責務、職員の育
成 

第５章 行政運営の基本（第１６
条～第２０条） 

    ・行政運営の基本、総合
計画等、財政運営、行
政評価、公正で信頼の
置ける行政運営の確
保 

第６章 基本原則によるまちづ
くりの推進   

第１節 市民参加の推進（第 
２１条～第２４条）   

    ・市政への市民参加の
推進、住民投票、市
民によるまちづく
り活動の促進、青少
年や子どものまち
づくりへの参加 

 

他の自治体の自治基本条例比較一覧表 資料４ 



条例名 ニセコ町まちづくり基本条例 大和市自治基本条例 太田市まちづくり基本条例 三鷹市自治基本条例 平塚市自治基本条例 札幌市自治基本条例 

条 
 

例 
 

構 
 

成 
 

内 
 

容
（ 

詳 

細 

） 

応答義務等、意見・要
望・苦情等へ 
の対応のための機関、
行政手続の法制化、法
令の遵守 

第８章 まちづくりの協働過程
（第３６条～第３９条） 

    ・計画過程等への参加、
計画の策定等におけ
る原則、計画策定の手
続、計画進行状況の公
表 

第９章 財政（第４０条～第４５
条） 

    ・総則、予算編成、予算
執行、決算、財産管理、
財政状況の公表 

第１０章 評価（第４６条・第 
４７条） 

     ・評価の実施、評価方
法の検 

      討 
第１１章 町民投票制度（第４８

条・第４９条） 
     ・町民投票の実施、町

民投票の条例化 
第１２章 連携（第５０条～第 

５３条） 
     ・町外の人々との連

携、近隣自治体との
連携、広域連携、国
際交流及び連携 

第１３章 条例制定等の手続（第
５４条） 

第１４章 まちづくり基本条例 
の位置付け等（第５５
条・第５６条） 

     ・この条例の位置付
け、条例等の体系化 

第１５章 この条例の検討及び
見直し（第５７条） 

附則 

第９章 その他（第３２条・第 
３３条） 

    ・他の自治体との連携、
委任 

附則 

第１１章 やさしさと思いやり
のあるまちづくり（第
２９条～第３１条） 
・子育てと子どもにや
さしいまちづくり、
青少年に対する環
境整備と育成、高齢
者、障がい者が暮ら
しやすいまちづく
り 

第１２章 環境と共生する豊か
なまちづくり（第３２
条・第３３条）  

     ・環境と共生するまち
づくり、活力ある豊
かなまちづくり 

第１３章  連携と交流（第３４条
～第３６条）  

     ・近隣市町村との連携
と交流、国および県
との連携、国際交流
と連携 

第１４章 条例の見直しと検討
（第３７条） 

附則 

第７章 政府間関係（第３６条～
第３８条） 

    ・国・東京都等との政府
間関係、他の自治体との
連携、海外の自治体等と
の連携及び国際交流の
推進 

附則 

 第２節 情報共有の推進（第 
２５条～第２７条）   
・情報公開、情報提供、

個人情報の保護 
第３節 身近な地域における

まちづくりの推進（第
２８条・第２９条）  

     ・まちづくりセンター
を拠点とした地域
のまちづくり、区に
おけるまちづくり 

第７章 他の自治体等との連
携・協力（第３０条） 

第８章 市民自治によるまちづ
くりに関する施策等の
評価及びこの条例の見
直し（第３１条・第３２
条）  

    ・市民自治によるまちづ
くりに関する施策等
の評価、この条例の見
直し 

附則 

 

 


